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原告 ら準備書面 75
(語句の訂正)

鹿児島地方裁判所民事 1都合議係 御中

2019(令 和元)年 12月 17日
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原告 ら準備書面 74及び甲B304に 誤植があつたことから、お詫び して、

下記の通 り訂正する。

第 1 原告ら準備書面 74の語句の訂正

原告ら準備書面 74の第 3・ 3「水蒸気爆発が発生する過熱度について」

の12)(22頁 )の 「しかし、・・・」から教えて8行 日を、次の通り訂正す

る。

誤 :「過熱度 △Tsatがわずか45Kで も」

正 :「過熱度がわずか50Kでも」

(「 △Tsa拘 を削除し、「45」 を「50」 に訂正する)

第 2 甲B304の 語句の訂正

同様に、甲B304(高 島武雄氏の意見書)の 「4.水蒸気爆発が発生す

る過熱度について」 (6頁)の本文 2行 日を、次の通 り訂正する。

誤 :「過熱度 A Tsatが わずか45Kで も」

正 :「過熱度がわずか 50Kで も」

(「 △Tsa的 を削除し、「45」 を 「50」 に訂正する)

以  上
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